
六 九

○ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） （ 附 則 第 十 一 条 関 係 ）

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 個 人 の 道 府 県 民 税 の 申 告 等 ）

第 四 十 五 条 の 二 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 者 は 、 三 月 十 五 日 ま で

に 、 総 務 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 申 告 書 を 、 第 三 百 十 七 条 の 二 第 一 項 の 市 町 村 民 税 に 関 す る 申 告

書 と 併 せ て 、 賦 課 期 日 現 在 に お け る 住 所 所 在 地 の 市 町 村 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 三 百 十 七 条 の 六 第 一 項 又 は 第 四

項 の 規 定 に よ つ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提

出 す る 義 務 が あ る 者 か ら 一 月 一 日 現 在 に お い て 俸 給 、 給 料 、 賃 金 、

歳 費 及 び 賞 与 並 び に こ れ ら の 性 質 を 有 す る 給 与 （ 以 下 こ の 節 に お

い て 「 給 与 」 と 総 称 す る 。 ） 又 は 所 得 税 法 第 三 十 五 条 第 三 項 に 規 定

す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 。 ） の

支 払 を 受 け て い る 者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得 又 は 公

的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た も の （ 公 的 年 金 等

に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 政

令 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保

険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除 額 、 勤 労 学 生

控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 若 し く は 第 三 十 四 条 第 五 項 に 規 定 す る

扶 養 控 除 額 の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若 し く は 医 療 費

（ 個 人 の 道 府 県 民 税 の 申 告 等 ）

第 四 十 五 条 の 二 第 二 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 者 は 、 三 月 十 五 日 ま で

に 、 総 務 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 申 告 書 を 、 第 三 百 十 七 条 の 二 第 一 項 の 市 町 村 民 税 に 関 す る 申 告

書 と 併 せ て 、 賦 課 期 日 現 在 に お け る 住 所 所 在 地 の 市 町 村 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 三 百 十 七 条 の 六 第 一 項 又 は 第 四

項 の 規 定 に よ つ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提

出 す る 義 務 が あ る 者 か ら 一 月 一 日 現 在 に お い て 俸 給 、 給 料 、 賃 金 、

歳 費 及 び 賞 与 並 び に こ れ ら の 性 質 を 有 す る 給 与 （ 以 下 こ の 節 に お

い て 「 給 与 」 と 総 称 す る 。 ） 又 は 所 得 税 法 第 三 十 五 条 第 三 項 に 規 定

す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い う 。 ） の

支 払 を 受 け て い る 者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得 又 は 公

的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た も の （ 公 的 年 金 等

に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 政

令 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保

険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除 額 、 勤 労 学 生

控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 若 し く は 第 三 十 四 条 第 五 項 に 規 定 す る

扶 養 控 除 額 の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若 し く は 医 療 費
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控 除 額 の 控 除 、 第 三 十 二 条 第 八 項 に 規 定 す る 純 損 失 の 金 額 の 控 除 、

同 条 第 九 項 に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控 除 若 し く

は 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 （ 同 項 第 四 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 特 定 非 営

利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及

び 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る も の

を 除 く 。 第 五 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 項

の 規 定 に よ つ て 控 除 す べ き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 寄 附 金 税

額 控 除 額 」 と い う 。 ） の 控 除 を 受 け よ う と す る も の を 除 く 。 ） 並 び

に 第 三 百 十 七 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 市 町 村 の 条 例 で 定

め る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 八 （ 略 ）

２ ～ ５ （ 略 ）

（ 市 町 村 民 税 の 申 告 等 ）

第 三 百 十 七 条 の 二 第 二 百 九 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 者 は 、 三 月 十 五

日 ま で に 、 総 務 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 申 告 書 を 賦 課 期 日 現 在 に お け る 住 所 所 在 地 の 市 町 村 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 三 百 十 七 条 の 六 第 一 項 又 は

第 四 項 の 規 定 に よ つ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書

を 提 出 す る 義 務 が あ る 者 か ら 一 月 一 日 現 在 に お い て 俸 給 、 給 料 、

控 除 額 の 控 除 、 第 三 十 二 条 第 八 項 に 規 定 す る 純 損 失 の 金 額 の 控 除 、

同 条 第 九 項 に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控 除 若 し く

は 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 （ 同 項 第 四 号 に 掲 げ る 寄 附 金 （ 租 税 特 別

措 置 法 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 認 定 特 定 非 営 利 活

動 法 人 に 対 す る も の を 除 く 。 第 五 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 部 分 を

除 く 。 ） 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ つ て 控 除 す べ き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い う 。 ） の 控 除 を 受 け よ う と す る も

の を 除 く 。 ） 並 び に 第 三 百 十 七 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 市

町 村 の 条 例 で 定 め る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 八 （ 同 上 ）

２ ～ ５ （ 同 上 ）

（ 市 町 村 民 税 の 申 告 等 ）

第 三 百 十 七 条 の 二 第 二 百 九 十 四 条 第 一 項 第 一 号 の 者 は 、 三 月 十 五

日 ま で に 、 総 務 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 申 告 書 を 賦 課 期 日 現 在 に お け る 住 所 所 在 地 の 市 町 村 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 三 百 十 七 条 の 六 第 一 項 又 は

第 四 項 の 規 定 に よ つ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は 公 的 年 金 等 支 払 報 告 書

を 提 出 す る 義 務 が あ る 者 か ら 一 月 一 日 現 在 に お い て 俸 給 、 給 料 、
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賃 金 、 歳 費 及 び 賞 与 並 び に こ れ ら の 性 質 を 有 す る 給 与 （ 以 下 こ の

節 に お い て 「 給 与 」 と 総 称 す る 。 ） 又 は 所 得 税 法 第 三 十 五 条 第 三 項

に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い

う 。 ） の 支 払 を 受 け て い る 者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得

又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た も の （ 公 的

年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除

額 （ 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、

生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除 額 、 勤

労 学 生 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 若 し く は 第 三 百 十 四 条 の 二 第 五

項 に 規 定 す る 扶 養 控 除 額 の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若

し く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、 第 三 百 十 三 条 第 八 項 に 規 定 す る 純 損

失 の 金 額 の 控 除 、 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の

金 額 の 控 除 若 し く は 第 三 百 十 四 条 の 七 第 一 項 （ 同 項 第 四 号 に 掲 げ

る 寄 附 金 （ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 認 定 特

定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 仮 認 定 特 定 非 営 利 活

動 法 人 に 対 す る も の を 除 く 。 第 五 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 部 分 を

除 く 。 ） 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ つ て 控 除 す べ き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い う 。 ） の 控 除 を 受 け よ う と す る も

の を 除 く 。 ） 並 び に 所 得 割 の 納 税 義 務 を 負 わ な い と 認 め ら れ る 者 の

う ち 当 該 市 町 村 の 条 例 で 定 め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 八 （ 略 ）

賃 金 、 歳 費 及 び 賞 与 並 び に こ れ ら の 性 質 を 有 す る 給 与 （ 以 下 こ の

節 に お い て 「 給 与 」 と 総 称 す る 。 ） 又 は 所 得 税 法 第 三 十 五 条 第 三 項

に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と い

う 。 ） の 支 払 を 受 け て い る 者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所 得

又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た も の （ 公 的

年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か つ た 者 で 社 会 保 険 料 控 除

額 （ 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 、 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、

生 命 保 険 料 控 除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除 額 、 勤

労 学 生 控 除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 若 し く は 第 三 百 十 四 条 の 二 第 五

項 に 規 定 す る 扶 養 控 除 額 の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若

し く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、 第 三 百 十 三 条 第 八 項 に 規 定 す る 純 損

失 の 金 額 の 控 除 、 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の

金 額 の 控 除 若 し く は 第 三 百 十 四 条 の 七 第 一 項 （ 同 項 第 四 号 に 掲 げ

る 寄 附 金 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 六 十 六 条 の 十 一 の 二 第 三 項 に 規 定 す

る 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 に 対 す る も の を 除 く 。 第 五 項 に お い て

同 じ 。 ） に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ つ て 控 除 す べ

き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い う 。 ） の 控

除 を 受 け よ う と す る も の を 除 く 。 ） 並 び に 所 得 割 の 納 税 義 務 を 負 わ

な い と 認 め ら れ る 者 の う ち 当 該 市 町 村 の 条 例 で 定 め る も の に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 ～ 八 （ 同 上 ）
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２ ～ ５ （ 略 ） ２ ～ ５ （ 同 上 ）


